
　　※事務長数が支援室数より少ない地域は、「事務主任」が室長をしている。
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佐賀県の共同実施は、４３の学校運営支援室により全県実施という形を取っています。各支援室は、管理

職事務長を室長として組織され、室長のもと「事務の効率化」「教員の多忙化解消」「若手事務職員の育

成」等、それぞれの支援室で地域の特性に合わせて実践しています。

支援例として、

◎教頭が担っている服務帳簿を点検し、事務長より助言をすることで教頭の負担軽減と全県での事務の標

準化が図られています。

◎教科書給与事務、校納金業務の全部または一部の事務処理に取り組み繁忙期の教員の負担軽減を図って

いる支援室もあります。

☆佐賀県の特色としては、一部の地域では市町教育委員会と連携をとりながら市町担当者の事務負担の軽

減に努め、担当者が他の事務に専念できる時間の確保を行っている地区もあります。

その中で、「チーム教育委員会」として活動している唐津市の取り組みを紹介します。

共同実施の取り組みは

業務改善のみならず、コミュ

ニティスクールへの主体的

参画や地域への連携等多

岐に渡って活動しています。
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チーム教育委員会の取り組み(共同実施と教育委員会の協働）
1. 平成２０年度より実施された｢事務の共同実施」における｢唐津市学校事務共同実施組織運営要綱」に正式な組織とし

て「事務効率化班」が位置づけられた。

2. 当初のメンバーは学校事務職員４名・学校支援課学務係長・市役所支所担当者。

3. 目的は、

①市教委と共同実施組織が協力することで、単独では実施が難しい学校運営システムを改善すること。

②学校現場や市教委の業務を見直し、実践体制の強化・効率化を図ること。

運営(業務)の改善
効率化班による行政官庁視点と現場視点との改善案の調整

共同事務室からの改善案市教委からの改善案
目的①

目的②
効率化班のPCプログラム能力による効率化プログラム作成

市教委・学校のルーティンワークの洗い出し 市教委・学校運営の

実践体制強化

事務効率化班は２９年度現在、班員４名で月に２～４日、移転した元給食センターの事務室に拠点を置

き、ＰＣ等の機材を配置して活動しています。繁忙期にはサポーターが２名加わることもあります。

就学援助事務においては、市教委の多忙化解消に貢献しており、その分、支援課による学校現場へのサ

ポートが充実するようになりました。その他いくつか、右面に例示します。

エクセルの活用により、

①就学援助プログラム

(補助金口座振込み）
②学校集金プログラム、

③児童生徒名簿

④給食事務支援プログラム

⑤学校図書管理プログラム

など、ニーズに応じたプログラムを作成し、随時更新もし

ています。

（就学援助）

口座振込みや、小中連携により保

護者負担の軽減にも努めています。

（学校集金）

地域の実情に合わせ、口座引き落としや

現金集金など柔軟に対応しています。

（給食事務支援）

自校炊飯給食の献立や物資の発注、

支払い会計事務等、給食事務員の要

望を聞いて改善しています。

（図書管理）

正式な図書管理ソフトが入るまでに、電

子ファイルとして準備するために図書司

書の要望を聞いて作成しました。

給食支援や図書管理のプログラムは『チーム事務室』

の業務効率化と結束に寄与しています。

佐賀県では、平成20年度の共同実施の全県展開から管理職である事務長、統括事務長、事務主

任の設置まで制度的改革が頻繁に行われ、学校事務職員を取り巻く環境は日々刻々と変化して

います。その中で、事務・業務の平準化及び標準化を促進し、また、事務・業務の改善を図る

という観点から、今後とも統括事務長を中心に共同実施の実践の中から事務・業務の質と量の

拡充を図りながら、教員の事務負担軽減に繋げていきたいと考えています。

（就学支援会議）

市教委担当者を交えての検討会議

（児童生徒名簿）

中学校区での連携を模索中です。特に多忙な

四月当初の名簿作成に威力を発揮しています。



注目①

注目②

滋賀県長浜市における共同実施組織と地域連携

滋賀県長浜市では、市内すべての小中学校に学校運営協議会を設置し、学校運営に対して地域住民の参画できる体制を作っている。
その中で、下図のようなグランドデザインのもと、共同実施に取り組んでいる。
共同実施の目的は、「子どもの育ちを支援していく」ことであり、それぞれの学校課題の解決のため共同実施組織を活用している。
共同実施を展開していくための基本方針として、①学校の業務改善に寄与する、②地域連携へのかかわり深める、③情報の共有化からスムーズな運営
を行い、効率化につなげ、自校の課題解決につなげていくとしている。
事務職員のための共同実施ではなく
教育を関わる人とともに支えていく組織
として取り組んでいる。

それぞれのブロックや学校で創意工
夫しながら取り組みを進めている。
特に、情報提供は保護者地域に対
する信頼を得るためにも重要な視点
である。

長浜市CS研修会の企画運営

市内水泳・陸上記録会業務支援

この件についてのお問い合わせ
長浜市教育委員会事務局教育指導課 元村（0749-65-8605）
長浜市立鏡岡中学校 松田（0749-86-3003）

長浜市立小中学校事務職員の標準的職務内容

長浜市教育委員会


